
「素肌ウォーターJに係る食品健麗影響評価について

1 経緯

「素肌ウォーター」については、平成 23年3月 23日付けで、グルコシルセラ

ミドを関与成分とする特定保健用食品の表示許可申請がなされたものである。

今般、消費者委員会新開発食品調資部会新開発食品評価調査会での主審議が終了

したことから、健康噂進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平

成21年内隣府令第 57号)第4条第 1項の規定に基づき、食品安全委員会に食

品健康影響評イ認を依頼するものである。

2 評備依頼製品の概要

(1)製品

①商 品 名:素肌ウォータ-

@食品 の 種 類 . 清 涼 飲 料水

③関 与 成分:グルコシルセラミド1.8mg 

④一日摂取白安曇 1本 (340m!)

奇特定の保健の用途:肌が乾燥しがちな方に適する。

(2 )関与成分

グルコシルセラミドはこんにゃく芋(学名 ;Amorphophallus konjadうから得

られた、長鎖塩基(スフィンゴイド塩基)と脂肪酸が酸アミド結合したセラミド

が、グルコースとグルコシル結合した糖脂質である。

(3 )作用機序

In vItroにおける試験、動物を用いた試験及びヒトにおける試験により、皮

膚に到達したグルコシルセラミドの代謝物であるスフインゴイド塩基によるコ

ーニファイドエンベロープの形成促進、セラミド再構築及びタイトジヤンクショ

ンの機能充進の機序により、経表皮水分蒸散量 (transepidermalwater loss ; 

TEWL)を抑制しバリア機能を改善することが示唆された。

(4)有効性

皮膚の乾燥を自覚し、かつ痔みを自覚する健常被験者 83名を対象に、プラセ

ボ対照ランダム化二重官検並行群間比較試験を実施した結果、類部の TE札の摂

取前からの変化量で、プラセボ飲料群と試験飲料群の群問で有意差が認められた。

また、皮!蓄の乾燥を自覚し、かつ熔みを自覚する健常被験者 157名を対象に、

プラセボ対照ランダム化二重宣言検並行群問比較試験を実施した結果、上肢の肘及

び下肢の足背の TEWLの摂取前からの変化最で、プラセボ飲料群と試験飲料群の

群間で有意差が認められた。
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3 今後の予定
食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受けた後に、消費者委員会新開発食

品調査部会において審議する予定である。


